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要 約

本 稿 にお い て は、 改 訂 連 結財 務 諸表 原 則 に おけ る 資 本連 結 手 続 につ いて 概 説 す る と共 に、 ディ ス クロ ー

ジャ ー の観 点 が ら、 な ぜ そこ に お いて 資 本 連結 手 続 と して 部 分 時価 評 価 法と 全 面 時価 評 価 法 の２ つ の方 法

カ・ら の選 択 適 用 が認 め ら れて い る の か、 ま た、 な ぜ 情 報作 成 者 であ る 企 業と 情 報 利用 者（証 券 アナ リ ス ト）

と で 資 本 連結 手 続 に つ いて 選 好 の 相 違 が生 じて い る のカ’と い う こ とを 検 討 し て いる。

そ して、 そ の 結果、 情 報利 用 者 に全 面 時 価評 価 法 を 選好 さ せる 要 因、 企業 に 部 分 時価 評 価 法を 選 好さ せ

る と 共に、 そ の 選好 度 が あま り 高く な い 要 因、 な ら び に、 連 結原 則 の 改 訂に 当 た って 資 本 連結 手 続 と して

部 分 時価 評 価 法 と全 面 時 価評 価 法カ’ら の 選 択適 用 を 認 める と い う決 定 を もた ら し た要 因 に つ いて 明 らカ’に

し て い る
。
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第１ 節 は じめに

近 年、 わ が 国 企 業 の 多 角 化 ・ 国 際 化 の 急 速 な 進

展、 わ が 国 証 券 市 場 へ の 海 外 投 資 家 の 参 入 の 増 加

等、 わ が 国 企 業 を 取 り 巻 く 環 境 に 著 しい 変 化 が生

じて き た。 そ の た め に、 連 結 情 報 に 対 す る 二 一 ズ

が 一 段 と 高 ま り、 そ の こ と を 受 け て、 企 業 会 計 審

議 会 は 平 成９ 年６ 月６ 日 に 『連 結 財 務 諸 表 制 度 の

見 直 しに 関 す る 意 見 書』 （以 下、 「連 結 意 見 書」 と

い う） を 公 表 し、 そ こ にお い て 従 来 の 個 別 情 報 を

中 心 と した ディ ス ク ロ ー ジ ャ ー か ら 連 結 情 報 を 中

心 と す る ディ ス ク ロ ー ジャ ー へ の 転 換 を 図 る と 共

に、 連 緒 財 務 諸 表 の 作 成 手 続 を 整 備 す る な ど連 結

情 報 充実 の 観 点 か ら 連緒 財 務 諸 表 原則 （以 下、 「連

結 原 則」 と い う） の 改 訂 が 図 ら れ た の で あ る。

そ の こ と か ら、 今 回 の 連 結 原則 の 改 訂 に 当 た っ

て は 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 手 続 に 少 な か ら ぬ 変 更 が

行 わ れ て い る。 し か し、 そ の 一 方 で、 親 会 社 説 と

経 済 的 単 一 体 説 と い う 連 結 財 務 諸 表の 作 成 に つ い

て の ２ つ の 考 え 方 の う ち い ず れの 考 え 方 に よ る べ

き か を 検 討 し た 結 果、 「本 改 訂 連 結 原 則 で は、 従

来 どお り 親 会 社 説 の 考 え 方 に よ る こ と と し て い

る」 （連 結 意 見 書、 第 二 部、
一 の ２．） の で あ る。

そ の 意 味 で、 今 回 の 改 訂 点 の 中 で も 注 目 す べき 改

定 点 の １ つ が、 資 本 連 緒 手 続 と して 部 分 時 価 評 価

法 と 全 面 時価 評価 法 の ２ つ の 方 法 を 挙 げ、 そ の う

ち か ら の 選 択 適 用 を 認 め て い る と い う 点 で あ る。

しか も、 こ の 資 本 連 結 手 続 の 選 択 適 用 に 当 た っ て
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は、 企 業 と 情 報 利 用 者 （証 券 ア ナ リ ス ト） と の 間

で 異 な る 選 好 関 係 が 認 め ら れ る の で あ る （松 尾

［１９９８コ、 松 尾 ［１９９９］）。

こ の よう に、 資 本 連 結 手 続 の 選 択 を め ぐっ て は

解 明 す べ き 多 く の 疑 間 点 が 存 在 して お り、 情 報 の

有 用 性 （ディ ス ク ロー ジ ャ ー） の 観 点 か らそ れを

検 討 す る 必 要 性 が あ る よ う に 思 わ れ る。 し か る

に、 こ れ ま で か かる 検 討 は ほ と ん ど行 わ れ て こ な

か っ た の が 現 状 で あ る。 そ して、 こ の よ う な 状 況

の 中、 か か る 検 討 を 試 み た 先 駆 的 研 究 の １ つ と し

て 黒 川［１９９８コが あ る の で あ る が、 し か し、 そ こ

にお け る 検 討 も 上 記 の 疑 問 点 に 答 える の に は 十 分

な も の で は な か っ た と い え る。

そ こ で、 本 稿 に お い て は、 改 訂 連 結 原 則 に お け

る 資 本 連 結 手 続 に つ い て 概 説 す る と 共 に、 資 本 連

結 手 続と し て 部 分 時 価 評 価 法 と 全 面 時 価 評価 法 の

２ つ の 方 法 か ら の 選 択 適 用 が 認 め ら れて いる こ と

お よ び企 業と 情 報 利 用 者 と で 資 本 連 結 手 続 につ い

て 選 好 の 相 違 が 認 め ら れ る こ と の 意 味 を ディ ス ク

ロ ー ジ ャ ー の 観 点 か ら 検 討 す る こ と に す る。

獲 得 日 の 時 価 に よ り 評 価 す る 方 法 （全 面 時

価 評 価 法）。

た だ し、 部 分時 価 評 価 法 を 採用 し て い る 場 合 で

あ っ て も、 連 結 計 算 の 結 果 が著 しく 相 違 し な い 場

合 に は、 支 配 獲 得 日 に お け る 時 価 を 基 準 と し て、

子 会社 の 資 産 お よ び負 債 の う ち 親会 社 の 持 分 に相

当 す る 部 分 を 一 括 して 評 価 す る こ と も でき る も の

と さ れ て い る （同 注 解 ８）。 ま た、 支 配 獲 得 日 ま

た は株 式 の 取 得 日 が 子 会 社 の 決 算 日 以 外 の 日 で あ

る 場 合 に は、 当 該 日 の 前 後 い ず れ か 近 い 決 算 日 に

支 配 獲 得 ま た は株 式 の 取 得 が 行 わ れ た も の と み な

して 処 理 す る こ と も 認 め ら れ て い る （同 注 解 ９）。

そ して、 そ の 結 果 と し て 生 じる こ と に な る 子 会

社 の 資 産 お よ び負 債 の 時価 に よ る 評 価 額 と 当 該 資

産 お よ び負 債 の 個 別 貸借 対 照 表 上 の 金 額 と の 差 額

（評 価 差 額） は、 子 会 社 の 資 本 と す る も の と し て

い る （同 第 四 の 二 の ２）。 た だ し、 評 価 差 額 に 重

要 性 が 乏 し い 子 会 社 の 資 産 お よ び 負 債 に つ い て

は、 個 別 貸 借 対 照 表 上 の 金 額 に よ る こ と も で き る

（同 第 四 の 二 の ３）。

第２ 節 改訂連 結原則 に おける資 本連

結手続

（１）子会社の資産およぴ負債の評価

連 結 貸 借 対 照 表の 作 成 に 当 た っ て は、 支 配 獲 得

日 に お い て、 子 会 社 の 資 産 お よ び負 債 を 次 の い ず

れ か の 方 法 に よ り 評 価 しな け れ ば な ら な い と して

い る （改 訂 連 結 原 則 第 四 の 二 の １）。

① 子 会 社 の 資 産 お よ び負 債 の う ち、 親 会 社 の

持 分 に 相 当 す る 部 分 に つ い て は 株 式 の 取 得

日 ご と に 当 該 日 に お け る 公 正 な 評 価 額 （時

価） に よ り 評 価 し、 少 数 株 主 持 分 に 相 当 す

る 部 分 に つ い て は 子 会 社 の 個 別 貸 借 対 照 表

上 の 金 額 に よ る 方 法 （部 分 時 価 評 価 法）。

② 子 会 社 の 資 産 お よ び 負 債 の す べ て を、 支 配

（２） 連 結 会 社 相 互 間 の 投 資 と 資 本 の 相 殺 消 去

親 会 社 の 子 会 社 に 対 す る 投 資 と こ れに 対 応 す る

子 会 社 の 資 本 は、 相 殺 消 去 しな け れ ばな らな い と

す る （改 訂 連 結 原 則 第 四 の 三 の １）。 た だ し、 部

分時 価 評価 法 に よ っ て い る 場 合 に は、 株 式 の 取 得

日 ごと に算 定 し た 子 会 社 の 資 本 の う ち 取 得 した 株

式 に 対 応 す る 部 分 を 投 資 と 相 殺 消 去 し、 株 式 の 取

得 日 後 に 生 じた 子 会社 の 剰 余 金 のう ち 取 得 した 株

式 に 対 応 す る 部 分 は 連 結剰 余 金 と し て 処 理 す る も

の と して い る。 一 方、 全 面 時価 評 価 法 に よ っ て い

る 場 合 に は、 支 配 獲 得 日 にお い て 算 定 し た 子 会 社

の 資 本 の う ち 親 会 社 に 帰 属 す る 部 分 を 投 資 と 相 殺

消 去 し、 支 配 獲 得 日 後 に 生 じ た子 会社 の 剰 余 金 の

う ち 親 会 社 に 帰 属 す る 部 分 は、 連結 剰 余 金 と し て

処 理 す る も の と して い る （同 注 解１０）。 な お、 こ
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の 処 理 は 相 殺 消 去 の 対 象と な る 投 資 に 既 に 持 分法

を 適 用 して い る 場 合 であ っ て も 同 様 で あ り、 持 分

法 の 評 価 額 を 投 資 の 帳簿 価 額 と み な して 相 殺 消 去

を 行 う も の と さ れ て い る （連 結 意 見 書、 第 二 部、

二 の ５．の（１）の ②）。

しか し、 か か る 相 殺 消 去 を 行う に 当 た り、 差 額

が 生 じ る 場 合 に は、 当 該 差 額 を 連 結 調 整 勘 定 と

し、 原 則 と し て、 そ の 計 上 後 ２０ 年 以 内 に、 定 額

法 その 他 合 理 的 な 方 法 に よ り 償 却 し な け れ ば な ら

な い と し て い る。 た だ し、 連 結 調 整 勘 定 の 金 額 に

重 要 性 が 乏 し い 場 合 に は、 当 該 勘 定 が 生 じ た 期 の

損 益 と し て 処 理 す る こ と も で き る と さ れ て い る

（改 訂 連 結 原 則 第 四 の 三 の ２）。

なお、 子 会 社 相 互 間 の 投 資 と こ れに 対 応 す る 資

本 に つ い て も、 親 会 社 の 子 会 社 に 対 す る 投 資と こ

れ に 対 応 す る 子 会 社 の 資 本 と の 相 殺 消 去 に 準 じ て

相 殺 消 去 し な け れ ば な ら な い も の と さ れ て い る

（同 第 四 の 三 の ３）。

第３ 節 改訂連 結原則 に おける 資本 連

結手続の検討

一 デ ィ ス ク ロ ー ジャ ー の 観 点 か ら 一

『連 結 財 務 諸 表 制 度 の 見 直 し に 関 す る 意 見 書』

に お い て は、 親 会 社 説 と 経 済 的 単 一 体 説 と い う 連

結 財 務 諸 表 の 作 成 に つ い て の ２ つ の 考 え 方 の う ち

い ず れ の 考 え 方 に よ る べ き か を 検 討 し た 結 果、 改

訂 連 結 原 則 で は、 従 来 どお り 親 会社 説 の 考 え 方 に

よ る こ と と し て い る の で あ る。 し か も、 か か る 結

論 を 導 き 出 す に 当 た り、 そ の 理 由 と し て 「連 結 財

務 諸 表 が 提 供 す る 情 報 は 主 と して 親 会社 の 投 資 者

を 対 象 と す る も の で あ る と 考 え ら れ る」 （連 結 意

見 書、 第 二 部、 一 の ２．） と い う こ と が 挙 げ ら れ

て いる。 そ れ で は、 親 会 社 の 投 資 者 に対 す る ディ

ス ク ロ ー ジ ャ ー の 観 点 か ら 今 回 の 連 結 原 則 の 改 訂

は い か な る 意 味 を 有 し て い る の で あ ろ う か。

こ れに つ い て は、 筆 者 は既 に 別 稿 （高 須［１９９８］）

に お い て、 所 有 概 念 （親 会 社 説） に 基 づ き つ つ も

支配概念 （経済的単一体説） への対応を行おうと

して いる も の と 見 る こ と が で き る こ と を 理 論 的 に

明 ら か に し た。 そ し て、 そ の 限 り に お い て は 資 本

連 結 手 続と し て 部 分 時 価 評 価 法 と 全 面 時 価 評 価 法

か らの 選択 適用 を 認 め る 合 理 的 理 由 は 存 在 し て い

な い よ う に 思 わ れ る。 しか し、 改 訂 連 結 原 則 に お

い て は 資 本連 結 手 続 の 選 択 適 用 を 認 め て お り、 し

か も、 ア ンケ ー ト調 査 結 果 に よ れ ば、 そ の 場 合 に

企 業 は 部 分 時価 評 価 法 を 選 好 して お り （５８．８％）、

情 報 利 用 者 は 全 面 時 価 評 価 法 を 選 好 し て い る

（７６．６ ％） こ と が 明 ら か に な る の で あ る （松 尾

［１９９８コ、 松 尾 ［１９９９］）。

そ こ で、 本 節 に お いて は、 親 会社 の 投 資 者 に 対

す る ディ ス ク ロ ー ジャ ー の 観点 か ら 資 本 連 緒 手 続

と し て な ぜ 部 分 時 価 評 価 法 と 全 面 時 価 評 価 法 か ら

の 選 択 適 用 が 認 め ら れて いる の か、 ま た、 な ぜ 企

業 と 情 報 利 用 者 で か かる 選 好 の相 違 が 生 じて い る

の か と いう こ と を 明 ら かに す る た め に、 部 分 時 価

評価法を選択する場合と全面時価評価法を選択す

る 場 合 と で 経 営 分 析 指 標 に い かな る 相 違 が 生 じ る

こ と に な る か を 設 例 を 用 い て 検 討 す る こ と に す

る 。

ｒ ・Ｉ

１ ｌ

＝ ［設 例１コ ＝
． 一

・ ■

１ Ｐ 社 （親 会社） は 単 一 取引 によ りＳ 社 （子 会社） の ＝
・ １

－ １

＝ 発 行 済 株 式 の １００ｋ ％ （Ｏ
．
５ 〈 ｋ ＜ １） を Ｉｋ で 取 得 し ＝

１ Ｉ

Ｉ ・

＝ た。 そ して、 取 得 日 （支 配 獲 得 日） に お け るＰ社 お よ ＝
Ｉ ｌ

１ Ｉ

＝ びＳ社の 個 別 貸借 対 照表 を 示せ ば以 下の と おり で ある。 ＝
１ ｌ

－ １

＝ な お
、

当 該 日 に お け る Ｓ 社 の 識 別 可 能 な 資 産
、

負 債
、

＝
■ ｌ

１ １

１ 純 資 産 の 公 正 価 値 は Ａ，ｒ， Ｌ，ｒ， Ｃ，ｒ で あ っ た 。 た だ し、
１

１ ■

１ ｌ

一 ＞ Ｃ，ｒ ＞ Ｃ、 と す る 。 ＝
ｌ ｌ

１ ｌ

＝ ま た、 Ｐ社 がＳ 社 の 支 配 を獲 得 した 後 の 第１ 会 計 年 ＝
Ｉ ｌ

－ １

＝ 度 にお け るＰ 社 お よ びＳ社 の 事 業 利 益 な ら びに 純 利 益 １
１ ．
１ １

ミ は Ｏ。 お よ び Ｏ。な ら び に Ｅ。 お よ び Ｅ。で あ っ た。 な お、 ≡
Ｉ １

ｌ ここ に お い て は 簡 単化 の た め にＰ 社と Ｓ社 の 間 に 取 引 １
・ １

＝ 関係 は 存 在 し ない も の と する。
＝

ｌ ｌ
１ １

＿ １５ ＿



●現 代 デ ィ スク □一 ジ ャ ー 研 究● ２０００ 年 ６ 月 Ｎｏ．１

Ｐ社 個 別 貸 借 対照 表 Ｓ 社個 別 貸 借 対 照 表

Ｓ社 投 資

Ｉｋ

資 産

Ｓ社投 資除く

Ａｐ

負 債

Ｌｐ

資 本

Ｃｐ

そ の た め に ま ず、 部 分時 価 評 価 法 を 選 択 す る 場

合 と 全 面 時 価 評 価 法 を 選 択 す る 場 合 と で、 連 結 財

務 諸 表 上 の 数 値 に い か な る 相 違 が生 じ る か を 見 て

み る こ と に す る。 部 分 時 価 評 価 法 にお い て は 子 会

社 の 資 産 お よ び負 債 の う ち、 親 会 社 持 分 に 相 当 す

る 部 分 の み が 時 価 に よ り 評 価 さ れ、 少 数 株 主 持 分

に 相 当 す る 部 分 に つ い て は 帳 簿 価 額 に よ り 評 価 さ

れて いる の に 対 して、 全 面 時 価 評 価 法 に お い て は

子 会 社 の 資 産 お よ び負 債 の す べ て が 時価 に よ り 評

価 さ れ て い る こ と か ら、 そ の 相 違 は 少 数 株 主 持 分

に相 当 す る 部 分 を 時 価 で 評 価 す る か 帳 簿 価 額 で 評

価 す る か と い う 点 に 認 め ら れる こ と に な る。 そ の

結 果、 部 分 時 価 評 価 法 を 選 択 す る 場 合 と 全 面 時 価

評価 法 を 選 択 す る 場 合 で は、 連 結 貸 借 対 照 表 上 の

総 資 産 額 に 相 違 が 生 じる こ と に な る （第１ 図）１’。

一 方、 連 結 貸 借 対 照 表 上 の 自 己 資 本 お よ び 連 結 損

益計算書上における純利益 （親会社株主に帰属

す る 利 益） に つ い て は 部 分 時 価 評 価 法 を 選 択 す

る場合にも全面時価評価法を選択する場合にも相

違 は 生 じ な い の で あ る２｝
。 そ し て、 こ の 子 会 社 の

資 産 お よ び負 債 に つ い て、 親 会 社 持 分 に 相 当 す る

部 分も 少 数 株 主 持 分 に 相 当 す る 部 分 も 共 に 同 一 の

評 価 基 準 が 採用 さ れ る と い う こ と が、 情 報 利用 者

に 全面 時 価 評 価 法 を 選 好 さ せ る 要 因 の １ つ に な っ

た も の と 思 わ れ る。

次 に、 上 記 の 設 例 に 基 づ い て 実 際 に 経 営 分 析 指

標 に い か な る 相 違 が 生 じる の か を 見 て み る こ と に

す る。 こ こ に お い て は、 ま ず 経 営 分析 指標 のう ち

収益性に係わる指標として自己資本利益率 （純利

第１ 図 部分 時価 評価 法お よ ぴ全 面時 価評 価法 に基

づく 運結 貸借 対照 表

連結貸借対照表 連結貸借対照表

（部分時価評価法） （全面時価評価法）

資 産
Ｓ社投 資除く

Ａｐ

資 産

Ａ 。

（Ａ，ｒ－ Ａ、）ｋ

連結暖簾

（Ｉ － Ｃ，ｆ）ｋ

負 債

Ｌｐ

負 債
Ｌ
。

（Ｌ，ｆ － Ｌ、）ｋ

少数株主持 分

Ｃ、（１ － ｋ）

資 本
Ｃｐ

資 産
Ｓ社投資 除く

Ａｐ

資 産

Ａ ．

Ａ
．ｆ － Ａ

。

連結暖簾

（Ｉ － Ｃ，ｆ）ｋ

負 債

Ｌｐ

負 債
Ｌ ．

Ｌ
．ｆ

－ Ｌ
。

少数株主持分

Ｃ，ｆ（１ － ｋ）

資 本

Ｃｐ

益／自己資本） および総資本利益率 （事業利益／

総 資 本） を 取 り 上 げる こ と に す る。 そ し て そ の

指 標 の 計 算 式 か ら、 出 資 者 の 観 点 か ら 重 要 な 指 標

で あ る 自 己資 本利 益 率 に つ い て は 部 分 時 価 評 価 法

を選択する場合にも全面時価評価法を選択する場

合 に も 相 違 は生 じ な い が、 しか し、 経 営 者 の 観 点

か ら 重 要 な 指 標 で ある 総 資 本 利 益 率 に つ い て は 部

分時価評価法を選択する場合と全面時価評価法を

選 択 す る 場 合 と で は相 違 が 生 じ る こ と が 明 らか に

な る。

そこ で、 第 １ 会 計 年 度 に つ い て 部 分 時 価 評 価 法

を 選 択 す る 場 合 に お け る 総 資 本 利 益 率 と 全 面 時 価

評 価 法 を 選 択 す る 場 合 に お け る 総 資 本 利 益 率 を 計

算 す る こ と に す る３、
。 そ の 結 果、

①部分時価評価法を選択する場合

総 資 本 利 益 率 ＝ （０。十 ０、一 （△（Ａ，ｒ Ａ、）ｋ＋△

（Ｉ － Ｃｓｆ） ｋ）） ／ （Ａ
ｐ

＋ Ａ、十

（Ａ，ｆ－ Ａ、） ｋ＋ （Ｉ － Ｃ，ｆ）ｋ）

②全面時価評価法を選択する場合

総 資 本 利 益 率 ＝ （ｏ。十 〇、一 （△ （Ａ，ｆ－ Ａ、） 十 △

（Ｉ ｉ Ｃ，ｆ）ｋ）） ／ （Ａｐ＋ Ａ，ｆ＋

（Ｉ－ Ｃ，ｆ）ｋ）

と な る。 し た が っ て、 総 資 本 利 益 率 は、 部 分 時 価

評 価 法 を 選 択 した 場 合 の 方 が 全 面 時 価 評 価 法 を 選

択 した 場 合 よ り も 大 き く な る こ と が わ か る４）
。

＿ １６ ＿



連結 情 報 の ディ ス ク □ 一 ジ ャー （高 須）

１■ ■■

１ Ｉ

Ｉ ｌ

； ［設 例 ２］ ；
Ｉ Ｉ

ｌ ・

１ 設例 １ に 以 下 の 条件 を 追 加 する。 ｌ
ｌ Ｉ

Ｉ ｌ

； 支 配獲 得 日 に お ける Ｐ社 およ びＳ 社 の個 別 貸 借 対照 ；
ｌ Ｉ

Ｉ Ｉ

１ 表 上 に お け る 流 動 資 産、 固 定 資 産 お よ び 流 動 負 債 は １
・ ｌ

Ｉ １

＝ Ａ
。。、

Ａ
。一、

Ｌ
。、、

Ａ
、、、

Ａ
，１，

Ｌ
、、

で あ っ た
。

ま た
、

支 配 獲 １

Ｉ ｌ

Ｉ ・

１ 得 日 に お けるＳ 社 の 流動 資 産、 固 定 資産 お よ び 流 動負 １
１ Ｉ

■ Ｉ

１ 債 の 公 正 価 値 は Ａ、、ｆ， Ａ，ｌｆ， Ｌ、、。 で あ っ た 。 ；
Ｉ ■

１ ・

１一 」

次 に、 経 営 分 析 指 標 の う ち 安 全性 に 係 わ る 指 標

と し て 流 動 比 率 （流 動 資 産 ／ 流 動 負 債）、 自 己 資

本比率 （自己資本／総資本） および固定比率 （固

定 資 産 ／ 自 己 資 本） を 取 り 上 げる こ と にす る。 そ

して そ の 指 標 の 計 算 式 か ら、 企 業 の 短期 的 な 安 全

性 を 表 わ す 指 標 で あ る 流 動 比 率 に つ い て は 部 分 時

価評価法を選択する場合にも全面時価評価法を選

択 す る 場 合 に も ほ と ん ど 相 違 は 生 じ な い５’ が、 し

か し、 企 業 の 長 期 的 な 安 全 性 を 表 わ す 指 標 で あ る

自 己資 本比 率 お よ び 固 定 比 率 に つ い て は 部 分 時価

評価法を選択する場合と全面時価評価法を選択す

る 場 合 と で は 相 違 が 生 じる こ と が 明 ら か に な る。

そ こ で、 支 配 獲 得 日 の 部 分 時 価 評 価 法 を 選 択 す

る 場 合 に お ける 自 己 資 本 比 率 お よ び固 定 比 率 と 全

面 時 価 評 価 法 を 選 択す る 場 合 に お け る 自 己 資 本 比

率 お よ び 固 定 比 率 を そ れ ぞ れ 計 算 す る こ と に す

る。 そ の 結 果、

①部分時価評価法を選択する場合

自 己 資 本 比 率 ： Ｃ。／ （Ａ。十Ａ、十 （Ａｓｆ－ Ａ、）ｋ＋

（Ｉ－ Ｃ，ｆ）ｋ）

固 定 比 率 ＝ （Ａ
ｐ一

十 Ａ，１＋ （Ａ．ｌｒ Ａ，１） ｋ） ／ Ｃ
。

②全面時価評価法を選択する場合

自 己 資 本 比 率 ： Ｃ。／ （Ａ。十Ａ，ｆ＋ （Ｉ－ Ｃ、。）ｋ）

固 定 比 率 ＝（Ａｐｌ＋ Ａ，１・） ／ Ｃ。

と な る。 した が っ て、 自 己資 本 比 率 は 部 分 時 価 評

価法を選択した場合の方が全面時価評価法を選択

した 場 合 よ り も 大 き く な る こ と が、 ま た、 固 定 比

率は部分時価評価法を選択した場合の方が全面時

価 評 価 法 を 選 択 し た 場 合 よ り も 小 さ く な る こ と が

わ か る ６∫
。

以 上 の こ と か ら、 資 本 連 結 手 続 と して 部 分時 価

評価法を選択する場合と全面時価評価法を選択す

る 場 合 と で、 異 なる 計 算 結 果 が 得 ら れ る 経 営 分析

指 標 で あ る 総 資 本利 益 率、 自 己 資 本 比 率 お よ び固

定 比 率 に つ い て、 部 分 時 価 評 価 法 を 選 択 す る 場 合

の 方 が 全 面 時 価 評 価 法 を 選 択 す る 場 合 よ り も 良 好

な 結 果 が 得 ら れ る こ と が 明 ら か に な る。 しか し、

上 記 の 指 標 の う ち 安 全性 に 係 わ る 指 標 で あ る 自 己

資 本 比 率 お よ び固 定比 率 につ い て は、 自 己 資 本 に

少 数 株 主 持 分 を 加 算 して 計算 す る と 部 分 時 価 評 価

法 を 選 択 す る 場 合 に も た ら さ れる 上 記 の 効 果 が 必

ず し も 生 じ な い こ と が 明 ら か に な る の で あ る７ｉ。

言 い 換 え る と、 情 報 作 成 者 であ る 企 業 が 部 分 時 価

評 価 法 を 選 好 す る と 共 に、 そ の 選好 度 が あ ま り 高

く な い 要 因 の １ つ が か か る 効 果 に あ る と 思 わ れ る

の で あ る。

こ の よ う に、 企 業 に よ る 部 分 時価 評価 法 の 選 好

が そ の 経 営 分 析 指 標 を 良 好 に み せ る と いう 効 果 に

あ る と す れ ば、 な ぜ 改 訂 連 結 原 則 に お い て 資 本 連

結手続として部分時価評価法と全面時価評価法か

ら の 選 択 適用 が 認 め ら れ て い る の で あ ろ う か。 そ

こ で、 こ の こ と を 明 ら か に す る た め に、 総 資 本 利

益 率 につ い て 部 分 時 価 評 価 法 を 選 択 す る 場 合 と 全

面 時価 評価 法 を 選 択 す る 場 合 と で は い か な る 解 釈

の 相 違 が 生 じ る の か と い う こ と を 理 論 的 に 検 討 す

る こ と に す る。 上 記 の 計 算 式 よ り 明 ら か な よ う

に、 全 面 時 価 評 価 法 に 基 づ く 総 資 本 利 益 率 に お い

て は 子 会 社 の 取 得 に よっ て す べ て の 資 産 を 支 配 し

て い る と い う 事 実 が 重 視 さ れ て い る の に 対 して、

部 分 時 価 評 価 法 に 基 づく 総 資 本 利 益 率 に お い て は

子 会 社 の 取 得 に よ っ て 少 数 株 主 の 所 有 し て い る 資

産 部 分 を 廉 価 に 支 配 して いる と いう 事 実 が 重 視 さ

れ て い る と い え る。 す な わち、 全 面 時 価 評 価 法 を

選 択 す る 場 合 に は、 経 営 者 に委 託 さ れ て い る 資 産

の 運 用 成 果 の み を 経 営 者 の 業 績 と 見 て い る の に 対
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して、 部 分 時価 評 価 法 を 選 択 す る 場 合 に は、 少 数

株 主 の 所 有 して いる 資 産 を 廉 価 に 支 配 す る と い う

決 定 も 併 せ て 経 営 者 の 業 績 と 見 て い る こ と に な る

の で あ る。 言 い 換 え る と、 こ こ に お い て は 子 会 社

の 支 配 を 獲 得 す る に当 たっ て どの 程 度 の 株 式 所 有

割 合 を 取 得 す る かと いう 経営 者 に よ る 決 定 に 対 す

る 取 扱 に 重 要 な 相 違 が存 在 し て い る と い え る。 そ

の 意 味 で、 部 分 時 価 評 価 法 を 選 択 す る 場 合 と 全 面

時 価 評 価 法 を 選 択 す る 場 合 と で は、 経 営 者 の 業 績

につ い て 異 な る 観 点 か ら情 報 が提 供 さ れ る と いう

こ と が 明 ら か に な る の で あ る。 そ し て そ の こ と

が、 今 回 の 連 結 原 則 の 改 訂 に 当 た っ て 資 本 連 結 手

続 と し て 部 分 時 価 評 価 法 と 全 面 時価 評 価 法 か ら の

選 択 適用 を 認 め る と い う 決 定 を も た らす 要 因 の １

つ に な っ た も の と 思 わ れ る。

第４節 結 びに代 えて

以 上 に お い て、 改 訂 連 結 原 則 に お け る 資 本 連結

手 続 に つ い て 概 説 す る と 共 に、 デ ィ ス ク ロ ー ジ ャ

ー の 観 点 か ら な ぜ 資 本 連 結 手 続 と して 部 分 時価 評

価 法 と 全 面 時 価 評価 法 の２つ の 方 法 か ら の 選 択 適

用 が 認 め ら れ て い る の か、 ま た、 な ぜ 企 業 と 情 報

利 用 者 と で 資 本 連 結 手 続 に つ い て 選 好 の 相 違 が生

じ て い る の か と い う こ と を 検 討 し て き た の で あ

る 。

そ の 結 果、 以 下 の よう な 知 見 を 得 る こ と が で き

た
。

（１） 全 面 時 価 評 価 法 を 適 用 す る 場 合 に は、 子 会 社

の 資 産お よ び負 債 に つ い て、 親 会 社 持 分 に 相

当する部分も少数株主持分に相当する部分も

共 に 同 一 の 評 価 基 準 が 採 用 さ れ る こ と が 明 ら

か に な っ た。 そ し て そ の こ と が、 情 報 利 用 者

に 全 面 時 価 評 価 法 を 選 好 さ せ る 要 因 の１つ に

な っ た も の と 思 わ れ る。

（２） 部分時価評価法を選択する場合にも全面時価

評 価 法 を 選 択 す る 場 合 に も 自 己資 本利 益 率 お

よ び 流 動 比 率 に つ い て は 相 違 は 生 じな い の で

あ る が、 総 資 本 利 益 率、 自 己資 本 比 率 お よ び

固 定 比 率 に つ い て は 相 違 が 生 じ、 しか も、 部

分時価評価法を選択する場合の方が全面時価

評価法を選択する場合よりも良好な結果が得

ら れ る こ と が 明 ら か に な っ た。 し か し、 上 記

の 指 標 のう ち 自 己 資 本 比 率 お よ び固 定 比 率 に

つ い て は、 自 己 資 本 に 少 数 株 主 持 分 を 加 算 し

て 計 算 す る と 部 分 時 価 評 価 法 を 選 択 す る 場 合

に も た ら さ れ る 上 記 の 効 果 が 必 ず しも 生 じな

いと いう こ と も 明 ら か に な っ た。 そ して そ の

こ と が、 情 報 作成 者 で あ る 企 業 に 部 分 時 価 評

価 法 を 選 好 さ せる と 共 に、 そ の 選 好 度 が あ ま

り 高 く な い 要 因 の １ つ で あ る と 思 わ れる。

（３） 総 資 本利 益 率 に 認め ら れる 相 違 は、 理 論 的 に

は 異 な る 観点 に 基 づ いて 経営 者 の 業 績 を 評 価

して い る こ と か ら生 じて いる こ と が 明 ら か に

な っ た。 そ して そ の こ と が、 今 回 の 連 結 原 則

の 改 訂 に 当 た っ て 資 本 連結 手 続 と し て 部 分 時

価 評 価 法 と 全 面 時 価 評 価 法 か ら の 選 択 適用 を

認 め る と い う 決 定を も た らす 要 因 の １ つ に な

っ た も の と 思 わ れ る。

《注》

１） 総 資 産 額 は、 部 分 時価 評 価 法 を 選 択 す る 場 合 に は Ａ。十Ａ、十

（Ａ，ｒ Ａ、）ｋ＋（Ｉ－ Ｃ，ｆ）ｋ に、
全 面 時 価 評 価 法 を 選 択 す る 場

合 に は Ａ。十 Ａ．ｆ＋ （Ｉ－ Ｃ。。）ｋ に な る。

２） 連 結 損 益 計 算 書 トに お け る 純 利 益 （第 １ 会 計 年 度） は、 部

分時価評価法を 選択する場合にも 全面時価評価法を選 択す

る 場 合 に も 等 し く Ｅ。十 Ｅ，ｋ 一 （△ （Ａ，ｆ－ Ａ、）ｋ＋ △ （Ｉ － Ｃ．ｆ）ｋ）

にな る。 た だ し、 少 数 株主 持 分に 帰 属 す る 利 益 に つ い て は、

部 分 時 価 評 価 法 を 選 択 す る 場 合 に は Ｅ、（１－ ｋ） と な り、 全

面 時 価 評 価 法 を 選 択す る 場 合 に は Ｅ、（１－ｋ）一 △（Ａ，ｒ Ａ、）

（１－ ｋ） と な り、 △（Ａ，ｆ－ Ａ、）（１－ｋ） だ け 相 違 が 牛 じる こ

と に な る （△ は 当 該 項 目 の 第 １ 会 計 年 度 に お け る 償 却 額 を

表 わす こ と に す る）。 な お、 上 記 の 関 係 は 設 例１に お け る 制

約 条 件 を ゆ る め てＰ 杜 とＳ 社 の 問 に 取 引 関 係 が 存 在 す る と

した 場 合 （す な わ ち、 未 実 現 損 益 が 生 じ る 場 合） に も 妥 当

す る 。

＿ １８ ＿



連結 情 報 の ディ ス ク ロ ー ジ ャ ー （高 須）

３） こ こ に お い て は、 簡 単 化 の た め 総 資 本 と して 支 配 獲 得 日 の

総 資 産 額 を 採 用 す る こ と に す る。 な お、 総 資 本 と し て 期 首

と 期 末 の 総 資 産 額 平 均 を 採 用 し た 場 合 に も 同 様 の 結 果 が 得

ら れ る こ と に な る。

４） こ こ に お い て は、 Ａ，ｆ ＞ Ａ、 が 想 定 さ れ て い る。 な お、 こ の

関 係 は 第 ２ 会 計 年 度 以 後 に お い て も 妥 当 す る。

５） 支 配 獲 得 日 に お け る 流 動 比 率 は、 ① 部 分 時 価 評 価 法 を 選 択

す る 場 合 に は （Ａｐ。
十 Ａ、、十 （Ａ。。 ド Ａ。。） ｋ） ／ （Ｌｐ。十 Ｌ。。十

（Ｌ筍、 ド Ｌ呈、）ｋ）、 ② 全 面 時 価 評 価 法 を 選 択 す る 場 合 に は

（Ａ。、
十 Ａ、、ｆ） ／ （Ｌ。、

十 Ｌ。。ｆ） と な る 。 し か し、 流 動 資 産 お よ

び 流 動 負 債 を 構 成 す る 項 目 の う ち 帳 簿 価 額 と そ の 時価 と に

極 め て 大 き な 乖 離 が 認 め ら れ る の は 短 期 所 有 の 有 価 証 券 の

み で あ る。 た だ し、 当 該 有 価 証 券 に ほ ぼ 該 当 す る 売 買 目 的

有 価 証 券 に つ い て は 個 別 財 務 諸 表．
ヒで 時 価 評 価 が 要 求 さ れ

て い る （金 融 商 品 に 係 る 会 計 基 準、 第 三、 ．二の １） こ と

か ら 流 動 比 率 の 計 算 上 か か る 乖 離 の 問 題 は 生 じな い こ と に

な る 。

６） こ こ に お い て は、 Ａ，ｒ ＞ Ａ、 お よ び Ａ，ｌｆ＞ Ａ，１ が 想 定 さ れ て い

る。 な お、 こ の 関 係 は 支 配 獲 得 口 以 後 の 時 点 に お い て も 妥

当 す る 。

７） 白 己 資 本 に 少 数 株 主 持 分 を 加 算 して 計算 す る と、 支 配 獲 得

日 の 部 分 時 価 評 価 法 を 選 択 す る 場 合 に お け る 自 己 資 本 比 率

お よ び 固 定 比 率 と 全 面 時 価 評 価 法 を 選 択す る 場 合 に お ける

白 己 資 本 比 率 お よ び固 定 比 率 は 次 の よ う に な る。

①部 分時価評価法を 選択する場合

白 己 資 本 比 率 ＝ （Ｃ。十 Ｃ。（１ － ｋ）） ／ （Ａ。
十 Ａ。十 （Ａ．ｆ － Ａ。）

ｋ＋ （Ｉ－ Ｃ，ｆ）ｋ）

固 定 比 率 ＝ （Ａ．１＋ Ａ，１＋ （Ａ．ｌｆ＿ Ａ．１）ｋ） ／ （Ｃ。十 Ｃ。（１ ＿

ｋ））

② 全面 時価評価法を 選択する場合

自 己 資 本 比 率 ＝ （Ｃｐ＋ Ｃ．ｆ（１ － ｋ）） ／ （Ａ。十 Ａ．ｆ＋ （ 卜 Ｃ．ｆ）ｋ）

固 定 比 率 ＝ （Ａ．１＋ Ａ．ｌｆ） ／ （Ｃ。十 Ｃ．ｆ（１ ＿ ｋ））

と な る。 な お、 こ こ で Ｌ、＝ Ｌ，ｆ お よ び Ａ、、＝ Ａ、。ｆ （《注 》５）

を 参 照） と 想 定 す る と
、

白 己 資 本 比 率 は 全 面 時 価 評 価 法 を

選択 した場 合の方が部分時価 評価法を選択 した場合よりも

大 き く な る こ と が、 ま た、 固 定 比 率 は そ の 数 値 が１００ ％ で

あ る 場 合 を 境 に し て 部 分 時 価 評 価 法 を 選 択 し た 場 合 と 企 面

時価評価 法を選択した場合の 大小関係が異な ることがわか

る。 （証 明）

済 社、 １９９９ 年、 １４９－１６０ 頁。

松 尾 睾 正 ［１９９８］ 「会 計 基 準 国 際 化 対 応 動 向 調 査 報 告」 「関 西 大

学 商学 論 集』 第４３巻 第 １ 号、 ２９－１２６ 頁。

［１９９９］ 『ア ナリ ス ト か ら 見 た 口 本 の 会計 制 度改 革一 会

計基 準 の 国 際 化 に 向 けて 一』 関 西 大 学 出 版 部。

（証明）

① 白 己 資 本 比 率（部 分 時 価 評 価 法）＝（Ｃ。十Ｃ。（！－ｋ））／（Ａ。十Ａ、十

（Ａ，ｆ ’ Ａ、）ｋ＋ （Ｉ ■ Ｃ，ｆ）ｋ）

自 己資 本 比 率（全 面 時 価 評 価 法）＝（Ｃ。十Ｃ．ｆ（１－ｋ））／（Ａ。十Ａ，ｆ

＋ （Ｉ－ Ｃ篶ｆ）ｋ）

Ｃｐ＋ Ｃ，ｆ（１ － ｋ） ＝ Ｃｐ＋ Ｃ篶（１ － ｋ） 十 （Ｃ，ｆ‘ Ｃ．）（１ － ｋ）

＝Ｃｐ＋ Ｃ、（１ ’ ｋ）十 （Ａ，ｆ■ Ａ、）（１ － ｋ）一 （Ｌ，ｆ ■

Ｌ，）（１ － ｋ）

＝ Ｃｐ＋ Ｃ。（１ － ｋ） 十 （Ａ．ｆ－ Ａ畠）（１ ’ ｋ）

（Ｌ，ｆ ＝ Ｌ、）

Ａｐ＋ Ａ．ｆ＋ （Ｉ － Ｃ．ｆ）ｋ ＝ Ａｐ＋ Ａ。十 （Ａ．ｆ－ Ａ、）ｋ＋（Ｉ － Ｃ，ｆ）ｋ＋

（Ａ，ｆ■ Ａ、）（１ － ｋ）

こ こ で、 Ｃｐ＋ Ｃ、（１ － ｋ） ＝ ａ， Ａｐ＋ Ａ、十 （Ａ，ｆ－ Ａ、）ｋ＋ （Ｉ － Ｃ，ｆ）

ｋ ＝ ｂ、 （Ａ，ｒ Ａ、）（１ － ｋ） ： ｃ と 置 く と、

白 己 資 本 比 率（部 分 時 価 評 価 法）一 白 己 資 本 比 率（全 面 時 価 評 価

法） ＝（ａ ／ ｂ）一 （ａ ＋ ｃ） ／ （ｂ ＋ ｃ）

： （ｃ（ａ ’ ｂ）） ／（ｂ（ｂ ＋ ｃ）） ＜ ０ （ａ ＞０， ｂ ＞ ０， ｃ ＞０、
一
ｂ ＞ ａ）

自己資本比率（部分時価評価法）＜ 自己資本比率（全面時価評価

法）

② 固 定 比 率（部 分時 価 評 価 法）：（Ａ．１＋ Ａ，ｉ＋（Ａ、ザ Ａ，１）ｋ）／（Ｃ。十

Ｃ、（１ － ｋ））

固 定 比 率 （全 面 時 価 評 価 法） ＝ （Ａ．１＋ Ａ，ｉｆ） ／ （Ｃ。十 Ｃ、。（１ － ｋ））

Ａｐｌ
＋ Ａ，１ｆ

＝ Ａ
ｐｌ

＋ Ａ
．１

＋ （ Ａ
．１ｆ

－ Ａ
．ｉ

） ｋ ＋ （ Ａ
．ｌｆ

－ Ａ
，１

） （１ － ｋ）

Ｃｐ
＋ Ｃ，ｆ（１ － ｋ） ＝ Ｃｐ＋ Ｃ。（１ － ｋ）十 （Ａ，ｆ － Ａ、）（１ － ｋ） 一（Ｌ，ｆ－

Ｌ、）（１ － ｋ）

＝ Ｃｐ＋ Ｃ。（１ ‘ ｋ） 十 （Ａ．１ｆ － Ａ．１）（１ ’ ｋ） 十

（Ａ．。ｆ－ Ａ、。）（１ － ｋ） 一 （Ｌ，ｆ ｉ Ｌ、）（１ ｉ ｋ）

＝ Ｃｐ＋ Ｃ冨（１ ■ ｋ） 十 （Ａ。げ ■ Ａ，ｉ）（１ － ｋ）

（ Ａ、、ｆ
＝ Ａ 、、、 Ｌ，ｆ

＝ Ｌ，
）

こ こ で、 Ａｐｌ＋ Ａ，１＋ （Ａ．ｌｆ － Ａ，１）ｋ 二 ａ， Ｃｐ＋ Ｃ。（１ － ｋ） ＝ ｂ、

（Ａ，１ｆ － Ａ，１）（１ － ｋ） ＝ ｃ と 置 く と、

固 定 比 率（部 分 時 価 評 価 法）一 固 定比 率（企 面 時 価 評 価 法）

＝（ａ ／ ｂ）一 （ａ ＋ ｃ） ／ （ｂ ＋ ｃ）

＝ （ｃ（ａ － ｂ）） ／ （ｂ（ｂ ＋ｃ）） （ａ ＞０， ｂ ＞ ０， ｃ ＞０）
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